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第16回業務フロー・コストの分析・情報開示に関するワーキンググループ議事次第 

 

 

日 時：令和２年９月28日(火)14:10～15:46 

場 所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室 

 

１．独立行政法人が実施する業務フロー・コスト分析結果について 

・国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の「総務系一般管理業務」の業務フロー・

コスト分析結果の審議 

２．RPA(Robotic Process Automation)等の紹介 

  ・株式会社エヌ・ティ・ティ・データの「RPA等の活用事例」 

３．その他 

 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

  梅木主査、石川専門委員、石村専門委員、川澤専門委員、宮崎専門委員 

 

（国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構） 

  ワーク・ライフ変革推進室 佐藤室長 

               小山参事 

               松田参事 

 

（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 

  ソーシャルイノベーション事業部 RPA ソリューション担当 伊藤課長 

早川課長代理 

 

（事務局） 

  渡部事務局長、小原参事官、飯村企画官 
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○事務局 それでは、定刻となりましたので、第１６回業務フロー・コストの分析・情報

開示に関するワーキンググループを始めさせていただきます。 

 本日はまず、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の「総務系一般管理業務」の業務

フロー・コスト分析に関する取組事例のヒアリングを行います。 

 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構ワーク・ライフ変革推進室の佐藤雅彦室長に御

出席いただいておりますので、御説明をお願いしたいと思います。なお、御説明は２０分

程度でお願いします。 

○佐藤室長 それでは、ＪＡＸＡ、宇宙航空研究開発機構の佐藤と申します。よろしくお

願いいたします。 

 ワーク・ライフ変革推進室ということで、ここの部署は基本的にダイバーシティの推進

というところから始まったのですが、その後いろいろな働き方改革を迫られている中で、

今回御説明いたしますＪＡＸＡビジネス・サポートセンターという、社内のいろいろな共

通的な業務を１か所で集めて全社にそのサービスを提供するという集約化の１つだと思い

ますが、それを実際に実践しておりますので、その話を今日は御説明できればと思ってお

ります。 

 早速、資料の御説明に移りたいと思います。資料の説明はＪＢＳＣのセンター長をして

おります参事の小山から御説明させていただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○小山参事 ワーク・ライフ変革推進室参事の小山と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、資料に基づきましてご説明をさせていただきます。資料をめくっていただい

て１ページ目は目次でございますので、２ページ目、全体概要から御説明させていただき

ます。 

 まずは全体概要でございます。取組の目的としてはＪＡＸＡの研究開発成果の最大化の

達成のために、機構内の各部門や部等で行われている総務系一般管理業務に関してシェア

ード・サービス化による事業実施部門等に対する現場サポートを強化することによって、

提携業務に充てられているプロパー職員の工数を研究開発業務やＪＡＸＡの環境変化に応

じた重点業務に振り分けられる状況を作ることを目的としています。 

 （２）の「経緯及び計画概要」でございますが、２０１９年度から、あらかじめ定義し

た一般管理業務の一部を実施するためのチームを我々は先程「ＪＢＳＣ」と申し上げまし

たが、「ＪＡＸＡ Business Support Center：ＪＢＳＣ」と称して活動を実施しておりま

す。この組織は「ワーク・ライフ変革推進室」内に「ＪＡＸＡ内要員」で構成しておりま

す。徐々に拡大しながらサービス向上に努めてまいっております。 

 具体的なサービスの検討経緯は次の３ページ目を御覧ください。一番左側の黄色い箱の

ところがユーザーアンケートから抽出した声でございます。「手続き等を行う際の問合わ

せ窓口が分からず、たらい回しになっていることもある」であったり、「手続き・ルールが

細かい申請作業やシステム登録作業の負担が大きい」、「申請に係るシステム（財務会計シ



 -2- 

ステム等）が刷新されるたびにユーザーインターフェースが変わるため、一から学び直す

必要があり、負担になっている」、「会議の調整作業、日程調整、会議室予約、開催通知、

テレビ会議のことですが、多地点接続申請、資料提示のためのiPadの設定等の負担が大き

い」、また、「定型的な資料作成の負担が大きい」であったり、「定型的な庶務作業の負担が

大きい」、「調査作業、その他の負担が大きい」ということや、「関連部署にお願いをして、

回収・取りまとめの作業をする負担が大きい」であったり、最後のところですが、「必ずし

も当該部署やプロパー職員が対応する必要がない外部とのやり取りの負担が大きい」とい

うユーザーの声が挙がりました。 

 左から２番目のオレンジ色の箱ですが、これをユーザー要求として整理しますと、「手続

きや様式などについて、不明な点がある場合、たらい回しや迷うことなく、ワンストップ

で的確な手続きや様式などを速やかに回答する必要がある」、「仕様書等による要求以外の

定型フォームの部分について作成を代行して、調達方式の選定や調達部との調整業務の一

部について代行する」、「購入希望を出すことで、見積もり作成、確認、業者選定、システ

ム入力など定型業務を代行し、納品まで確認する」、「産廃」と書いてありますが、「産業廃

棄物の処分の日程調整や手続きの代行」、「会議日程調整、出欠確認、会議室確保、その他

会議に関する手続きの代行」、「定型的な資料作成の代行」、「定型的な調査作業の代行」、ま

たは「ぱらぱらと各種調整依頼の業務連絡などが発出されるので、全体整理の上、実施す

べき内容を端的に依頼するとともに、回答をデータベース化して、不要な発注を実施しな

いようにすること」をユーザー要求として取りまとめました。 

 さらに左から３番目の箱にて、業務分類を類型化した上でミッション要求として、我々

は事業実施部門のことを「原局」と呼んでおりますが、それに対する総務系内部管理業務

に係る管理業務のサポート強化をＪＢＳＣのミッション要求として定義して、一番右側の

青い箱にある実現策として整理しました。ミッション要求としては、そちら、実現案とし

て、「社内問合せ窓口一元化」、「申請代行」、「調査代行」、「単純取りまとめ作業代行」、「社

外問合せ窓口の一本化」になります。青い箱で定義した業務内容については４ページ目で

御紹介させていただきます。 

 （１）ですが、社内問合せ窓口業務。問い合わせ窓口をスイッチして２業務日以内に回

答するサービス。 

 （２）の申請業務ですが、細分類がありまして、（２ａ）の「人事異動手続き代行」とし

て、人事異動の内示情報を元に、異動者が速やかに業務を開始できるサポートをワンスト

ップで実施します。具体的な一つ一つの作業フローについては後半で御説明させていただ

きます。 

 （２ｂ）の「発議等」とあるところですが、我々の機構では、契約手続き、調達要求等

の手続きを総称して「発議」と呼んでおりまして、物品購入などの手続きを実施すること

を代行します。依頼票を受け取り、原局で必要な調達作業を代行しております。 

 （２ｃ）につきましては、会議事務の代行です。会議事務担当者からの依頼に基づいて、
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会議開催に必要な一連の作業を実施します。 

 （２ｄ）は、産業廃棄物の排出手続きの代行。産業廃棄物の排出には法に基づいた手続

きを適正に行う必要がありまして、内部規定により、研修を受けた者しか実施することが

できないことになっております。このため、この研修をＪＢＳＣのスタッフが受け、一連

の手続きを代行することで、原局負荷の負担を図ろうというものです。 

 （３）でございますが、単純取りまとめ業務として、調査物などの各種取りまとめ業務

について、定型化されているものについてはＪＢＳＣにて取りまとめを行う作業でござい

ます。研修、教育の受講確認や調査・回答なども取りまとめ作業を行っております。 

 ５ページ目でございます。順次追加サービスと記載してございますが、先程の（１）か

ら（３）に順次追加サービスを提供しているものがございます。 

 （４ａ）と（４ｂ）につきましては、（２ａ）にありました人事異動支援に付加的に追加

したもので、対象範囲を広げている業務になります。（４ｂ）の名刺調達手続きについても、

調達範囲の拡大という形にしております。 

 （４ｃ）と（４ｄ）につきましては、様々な業務支援の一環として実施しているもので、

異動やメンバー変更により発生するメーリングリストの管理であったり、その他オフサイ

トで支援可能な定型業務を実施しております。具体的な作業イメージにつきましては６ペ

ージ以降で御説明させていただきます。 

 １つ目、「社内問合せ窓口業務：イメージ図」でございます。左側が従前の作業、右側が

改善後の作業でございます。このページでは、例として、引っ越しに伴う手続きの問合せ

対応を例示しています。例示した引っ越しという場面は、職員一人一人にしてみれば数年

や数十年に１回あるか、ないかの手続きでございますので、自分自身の手続きとして習熟

している者はおりません。現行であれば、同じ職場の先輩に聞いたり、各部署それぞれ確

認又は内部用のウェブサイト情報を全部確認してから手続きを開始するなど、相当な負担

になっております。その手続きの相談をＪＢＳＣがワンストップで受け止めて、過去の対

応、応答履歴などで記録があれば、その情報を伝え、また、情報が不足している場合には

各担当部署に確認した上で回答しています。 

 ７ページ目は改善前のフローでございます。一番下の「問合せ者」というところが御本

人の問合せの手続きの開始でございます。フローのとおり、財務部、人事部、セ情部はセ

キュリティ情報化部門でございますが、ヘルプデスク等に個別に問い合わせて、「必要です

か」、「必要ではありませんか」、「どのような書類が必要ですか」、という問合せを全て個別

に行っておりました。このため、習熟していない作業ではございますので、職員本人に対

する負担はかなりのものとなっておりました。 

 次が、見直し後のフローでございます。問い合わせ窓口は本人からＪＢＳＣに問合せを

することで、問い合わせ履歴等を元に回答する。または、不明な場合にはＪＢＳＣ側で担

当部署に問い合わせてから回答するというフローになっております。右下の箱に記載して

ありますが、問合せ先を一本化したことで、問合せ者が問合せ先に悩む、どこに問い合わ
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せしたらいいか分からないという精神的負担が軽減されること。現場サポートにＰＦのノ

ウハウを集約させることでさらなる効率化及び担当領域の負担が軽減されること。質問さ

れる側としても、分からない方からの質問よりは慣れている者の質問のほうが回答しやす

いということでございます。 

 次のページが、人事異動手続きの代行のイメージ図でございます。異動者は様々な手続

きを個別に行う必要がありました。ここで言えば名刺の申請であったり、住居変更申請、

通勤経路変更、勤怠システムの承認、ルート変更、緊急連絡先の登録。ここには例示して

あるものだけですけれども、かなり細かい手続きを個別にばらばらにやる必要がありまし

た。見直し後のフローでは、ＪＢＳＣが代行することによって、様々な場所に散在する手

続きをワンストップで進めることができるようになりました。また、作業に不慣れな職員

ではなくて、できるだけＪＢＳＣが代理申請、本人が申請する必要が手続き上存在するこ

ともありますので、代理申請することで作業工数も軽減しています。 

 具体的な作業フローについては先程と同様、次の１０ページ目からでございます。今ま

では異動者のところに、各種端末貸与申請、各種端末受け取り、ソフトウエア更新、各種

権限設定申請、各種権限の設定完了通知を受けたり、同事業所内の異動であってもかなり

細かい作業が生じていました。部署が変わるということは承認者も変わりますし、勤怠の

手続きも承認ルートが変わるということで、かなり詳細な設定変更等が必要で、１日仕事

でやっていたのが実情でございます。 

 見直し後のフローでは、人事異動の内示の段階でＪＢＳＣ側に情報が参りますので、先

行して手続きのできる名刺の発注の申請であったり、その他備品等の貸出、手続きは異動

前に完了することができます。また、異動後についても、各種の手続きの代行をすること

によって、異動者、職員、プロパー職員の手続きの軽減を図っております。ワンストップ

で問合せ等には対応できますし、入力もできるだけＪＢＳＣスタッフが代行入力という形

ですることにより、異動者本人の作業を軽減しております。 

 「発議等代行：イメージ図」でございます。「発議等」というのは先程御説明させていた

だいたとおり、調達手続きを指しております。 

 左側の手続きでございますが、６つ箱がございます。仕様書を作成して見積書を取得し

て、「発議（システム入力）」とありまして、ここが、一番負担が大きいのですけれども、

専用のシステムに入力する。また、業者に発注手続きを行った後に納品・検収手続きを行

う。その納品・検収作業を行った後に同様にシステムに入力をして支払い依頼を回すとい

うフローになっております。 

 この作業を右側の新フローではＪＢＳＣが行うことにより、職員は依頼票の起票を行い、

あとは確認を行うだけのワンストップで調達作業を進めることができるようになりました。

手続き上、納品・検収行為というものは本人の確認が必要ですので、そこの部分は確認し

ていただいておりますが、システムの入力は全てＪＢＳＣ側で習熟した職員が行っており

ますので、各個別の職員が行うよりも工数の削減になっております。 
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 フローについては、次のページ以降、２ページ目に分かれてしまっておりますが、ござ

います。１／２ページ目でございますが、今までのフローとしては、上から３番目にある

「各部担当者」というところのフローの数が多いことと、併せてＪＡＸＡは国と同様にグ

リーン調達基準を適合しているか、していないかという判定がございます。事務用品につ

きましては、全て調達基準に適合しているものを購入する必要がございまして、この場合

の適合、不適合の判定で間違いが生じないようにＪＢＳＣの習熟した職員が対応しており

ます。 

 納品後の手続きは２／２ページにあるとおりでございます。見直し後のページにつきま

しては、先程申し上げたとおり、グリーン調達の適合品の確認をした上で調達手続きを行

っております。２／２ページ目にございますが、下の箱のところに記載してございます。

少額調達というのはカタログ品の購入で一定基準未満のものであったり、仕様書作成を必

要としない調達手続でございますが、少額調達の場合、見積もり対応から発議、検収まで

一本化させることで現場職員の負担は軽減しております。 

 １７ページ目、会議事務代行のイメージ図でございます。今まで会議の手続きといたし

ましては左側にあるとおり、日程調整、会議室確保、会議開催案内、会議準備、議事録等

作成という作業があります。この表は代表的なイメージでありますので、実際には各部署

で独自の方法で実施されておりました。御覧のとおり様々な調整事項がありまして、会議

事務の実施は原局職員の負担となっておりました。その業務をＪＢＳＣがワンストップで

対応することによって、原局職員の負担軽減を図っております。この場合、単に業務をス

ライドさせるだけではなくて、ＪＢＳＣ側で業務標準化のプロセスを持っておりますので

採り入れていただいて、従前までは各会議で異なっていた運用ルールをできるだけ標準化

した作業に合わせていただくことで集約化による作業効率化を図っております。 

 フローにつきましては、現行のフローは１８ページにございます。先程御説明しました

とおり、プロパーの事務局職員の作業ステップ数が多い状況で、また資料等にまとめの作

業等で処理待ちが発生しておりました。また、資料確認などの作業にプロパー職員の経験

値が必要な場合がありまして、効率化を阻害しておりました。 

 会議後の対応につきましては１９ページのとおりでございます。 

 ２０ページ目に見直し後のフローを提示してございます。ＪＢＳＣがワンストップで実

施することにより、御覧のとおり事務局職員の作業ステップ数はかなり削減されています。

先程申し上げたとおり、ＪＢＳＣで実施することによって作業も標準化することができ、

効率化されております。各部署で独自に定められていた会議フローを会議の目的などによ

り区分して標準化することで、作業項目の削減や手戻りの少ない効率的な運営を現在目指

しているところです。 

 産業廃棄物の手続き代行、２２ページでございます。御覧のとおり、相当な作業項目が

ございまして、こちらの作業では排出責任部署として原局の職員に立ち会いなどの作業が

右側でも残ってしまうのですが、事務作業はＪＢＳＣがほぼワンストップで引き受けてお
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ります。 

 ２３ページの作業フローも複雑になっておりますが、かなりの部分、下から２番目の各

部担当者というところでの作業ステップ数が多くなっております。この中に仕様書の作成

であったり、処分日の調整、予算実施、産廃契約の締結等の手続きの一部が原局職員の負

担になっておりましたし、必要な研修を受ける必要があり、受けてから作業を実施する必

要があります。排出頻度の少ない部署では研修を受けるのも負担になっていたところです

が、ＪＢＳＣのスタッフが資格者となっておりますので代行することによって間違えがな

い手続きを進めることができるようになりました。 

 ２５ページ目は、利用者アンケートの結果でございます。ＪＢＳＣの支援業務提供開始

直後と約半年後のアンケート結果を比較しております。基礎データについては、サービス

提供部署の担当者で母数が２６となっています。①のサービスの質の向上については、６

０％が「向上した」と回答しています。②の期待度については「とても期待している」と

「期待している」を合計すると１００％になり、担当者から大きな期待を得ることが読み

取れます。 

 個別のアンケートの結果は２６ページにございます。利用拡大への要望や手続きの標準

化への期待が見受けられます。 

 最後に今後の計画でございますが、現在はパイロット運用を経て第２フェーズとなって

おります。部署、業務とも順次拡大しているところでございます。今後、第３フェーズを

経て、全機構適用フェーズへ移行していく予定としております。説明は以上でございます。 

○事務局 ありがとうございました。ただいまの説明についての御質問や御意見などがあ

ればお願いします。石川委員、お願いします。 

○石川専門委員 御説明ありがとうございました。このような財務会計事案みたいなもの

を含めた業務はかなり煩雑な作業だと思われるので、この業務アンケート調査の結果を見

せていただくと、現場の職員の方が感謝しておられたり、その利便性をすごくよかったと

いうことで言われていることがわかります。私もとてもよいと思われましたが、一方で、

このアンケートにもありますように、多分、ＪＢＳＣが要となって携われていると思われ

ました。現在のJBSCは何人体制ですか、正規の職員の方なのか、非正規の方なのですか。

それから、このような事務手続はおそらく法律にも基づいていたりするので、人材育成も

これが本格稼働するようになれば必要になってくると思われます。その辺りの人材育成を

どのようにお考えになっていくか。それから、かなり定型的なことを仕事とされているよ

うなので、先程冒頭の調査結果によると、例えばチャットボットとか、ＡＩだとかもお考

えになっておられるかについて教えてください。人材育成とトレードオフになるのでは？

と伺っていて思われました。その辺りを含めてどのようにお考えになっているかを教えて

ください。 

 あともう一点、とてもいい取組だと思われましたので、これを実現する上での阻害要因

というか、課題みたいなものが途中プロセスでありましたら、ぜひ教えていただきたいと
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思います。よろしくお願いいたします。 

○佐藤室長 ＪＡＸＡの佐藤からお答えします。 

 まず、体制の御質問がありましたので、そこは正確に御回答したいと思います。 

○小山参事 小山からお答えしますと、現在、ＪＢＳＣ側で対応している専任が７名で対

応しております。併任も含まれておりますが、７人で現在対応しております。 

 人材育成でございますが、冒頭御説明申し上げたとおり、定型的な業務をメインにして

おりまして、作業の標準化をいかに進めて分かりやすくしていくかという活動を通じて、

できるだけ人材育成というよりは作業を標準化し尽くして、誰にもできるような形に組み

立てることをメインとしております。このため、職員につきましても、先程７名と申し上

げましたが、ほとんどは任期付きの職員の採用で対応しております。いかにこの作業を分

かりやすく分解して、定型化していくかというところをメインに置いております。 

 あとコメントいただきましたＡＩ、チャットボットの導入につきましては、現在、ＪＢ

ＳＣの試みとしてできるだけ標準化する作業というところに主眼を置いて、人間が行う作

業を中心に、順次改善しながら、アジャイル型というそうですが、進めている最中でござ

います。そのゴールにチャットボットやＡＩの導入もございますが、現在のところは人間

による作業改善を中心にしております。以上です。 

○佐藤室長 補足です。ＪＡＸＡの佐藤です。体制の話ですが、７名とお伝えしましたけ

れども、基本的にプロパー職員を含む常勤職員が２名で、そのほかは先程申しました任期

制の事務支援職員というステータスの職員がやっています。そのほかに再雇用職員という、

定年後の再任用の職員が併任的にこの仕事をやっているとか、あるいは、今後は障がい者

雇用も含めてこの体制の中でうまくできないかとか、そのようなダイバーシティの要素も

入れてやろうとしているというのが１つ補足になります。 

 あとＪＢＳＣ立ち上げにあたって苦労した点ということでしたが、このような取組は少

なくともうちの組織の中では新しい取組でしたので、本当にうまくできるのかどうかとい

う不安というか、心配というか、疑念みたいなことがあったのですが、一つ一つ積み重ね

ることで徐々に信頼を得て、好評価を得て、「うちの部の仕事もやってほしい」という声が

挙がってきて、そうすると社内の経営企画会議みたいなところでＪＢＳＣさんに、例えば、

先程産廃の手続きがありましたけれども、産廃の手続きをやってもらったおかげで不用資

産の処理がぐんと進んで助かったよとか、そのような声が挙がってくると、またますます

ほかの部署からもそのようなリクエストがあったりして、意外と早く、本格導入して１年

ですが、１年の中で結構信用を得たということで、最初は、立ち上げのときは結構大変で

した。そのような苦労はありました。以上になります。 

○事務局 ありがとうございました。 

 石川委員、よろしいでしょうか。 

○石川専門委員 ありがとうございます。とても参考になりました。 

○事務局 それでは、宮崎委員、御発言をお願いします。 



 -8- 

○宮崎専門委員 委員の宮崎です。よろしくお願いします。資料を拝見させていただきま

して、このＪＢＳＣという間接部門をサポートする組織をつくったことによって、業務の

集約化が行われて、品質とか向上したということなのだと思うのですが、この最終の評価

に向けて課題と思われるのが、新しくＪＢＳＣという組織を作ったことによるコストがど

の程度増えたのかということと、あと費用対効果という意味で、この集約することによっ

てどのような効果が得られたのかというのをまとめる必要があるのかと思っています。先

程のアンケートの中でも「質が上がった」というコメントですとか、満足度が上がったと

いうものも拝見しているのですけれども、なかなか定性的なものですから評価がしづらい

部分もあろうかと思います。 

１つ着眼点としたら、これを集約することによって処理する件数が増えたとか、１件当

たりの受付から完了するまでの日数が各部署がばらばらにやっているものも短縮できたと

か、そのように具体的に計測可能な数字に基づいて、やったことの効果というのを評価し

ていく必要があるのかと思いますので、その点はぜひ今後の検討としてご検討いただけれ

ばと思います。以上です。 

○佐藤室長 ＪＡＸＡの佐藤です。貴重な御意見、どうもありがとうございました。今は

どっちかと言うと、走りながら考えて取り組んでいるような状況ですので、これから定量

的な成果を見える化していきたいとは思っておりましたので、貴重なアドバイスありがと

うございます。 

○事務局 宮崎委員、よろしいでしょうか。 

○宮崎専門委員 はい、結構です。 

○事務局 それでは、次に梅木委員、御発言お願いします。 

○梅木主査 御説明ありがとうございます。梅木です。今の宮崎委員の御質問と重なって

いる部分もあるのですけれども、非常にいい取組でして、品質の向上であったり、効率化、

いろいろなところに横展開できる汎用性の高い取組としてはすばらしいと思いました。そ

のときに費用対効果、どれぐらいの効果があったのかというのを測定しながら、今後より

拡大を広めていく、次のフェーズに行かれるといいと思いましたので、例えば、従来に比

べてプロパー職員の方たちの作業時間がどれぐらい減ったのかといった人件費を測定いた

だくといいのではないかと思いました。以上です。 

○佐藤室長 ＪＡＸＡの佐藤です。ありがとうございました。 

○事務局 それではほかに御質問や御意見などがあればお願いいたします。 

 川澤委員、お願いします。 

○川澤専門委員 御説明ありがとうございました。何点か細かい点も含めて質問させてい

ただければと思います。１６ページのところで発議等代行の業務フロー、新しいほうの業

務フローをお示しいただいたかと思います。そこで業務集約のメリットで、少額調達の場

合、見積もり対応から一本化で現場職員の負担が軽減、と書いていただいているかと思い

ます。そのときにもちろん、この業務の集約化、一本化で負担軽減というのも重要だと思
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いますし、先程ほかの委員の方からも御意見のあった、そういったことで処理スピード、

処理期間ですとか、処理件数が増えたということも重要だと思うのですが、一方で少額調

達をそのまま代行処理するということだけではなくて、例えば、まとめて発注するとか、

何件かの少額調達を包括化することで価格自体が低減するといった効果も考えられるのか

と思いましたので、その処理をまとめるということだけではなく、調達については共同調

達とまではいかなくても複数の調達でもう少しスケールメリットを活かして価格低減にも

資する取組にしていってはどうかと思いました。この点がまず１点目です。 

○佐藤室長 ありがとうございます。例えば、どの部署でも共通的に必要になるような物

品、コピー用紙とか、あるいはコピー機、複合機そのものもそうですし、あとはいろいろ

な事務用品とか、その辺は基本的に一括調達をしておりますので、そのようなところはい

いのですが、それ以外のところで、例えば、同じ仕事をいろいろな部署で複数調達してい

るような場合は、それはＪＢＳＣでまとめることで、そこの実態が掴めますので、そこは

発議原局と相談しながら、まとめられるところはまとめていくという、これは集約化とい

うか、そのようなものも常に考えながらやっているという状況ではあります。 

○川澤専門委員 ありがとうございます。まさに今までは少額随契の積み上げだったもの

が、ＪＢＳＣである意味、品目について集約化することで、そういった包括的な発注も可

能だと思いますので、ぜひ御検討いただければと思いました。 

 続いて２４ページで産廃手続きの代行ということで、これもかなり原局でも負担軽減に

つながった手続きといった声もあったかと思うのです。これのフローの中で各部の担当者

が産廃業者の適切な選定を行った上でＪＢＳＣに仕様書の作成という形でフローが進んで

いると思うのですが、この選定というのもある意味ＪＢＳＣが例えば、複数社と事前にフ

レームワーク契約というか、包括契約みたいな形で基本的な価格で基本契約のような形で

結んで、発注時に例えば、各部担当者が選択をする。もしくはＪＢＳＣが適切な産廃業者

を提示するといったやり方も可能なのかと思ったのですが、その辺りの産廃業者の適切な

選定を各部の担当者に残している理由というか、必要性みたいなものが何かおありなので

しょうか。細かい点ですけれども、質問です。以上です。 

○小山参事 小山から回答させていただきます。現時点では御指摘のとおり産廃業者の適

切な選定は残ってしまっております。これは産業廃棄物、種々様々条件等ございまして、

現在のところ、正直に申し上げますと、そこまでまとめ切れていない状況になっておりま

す。ＪＡＸＡは研究開発法人でございまして、産業廃棄物につきましてもかなり多品種ご

ざいますので、そちらに適切な業者をＪＢＳＣでメニューとして提供できるまでは至って

おりません。今後の課題として、先生から御指摘いただきました点はゴールとして今後検

討させていただければと思います。 

○川澤専門委員 ありがとうございます。まさに後段の部分で、本来職員が行うべき業務

とＪＢＳＣの負荷の大きくなり過ぎて、要するに役割分担というのがどこまでかというと

ころがあると思います。結局ノウハウを持っているところは原局でやっていったほうがい
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いとは思うのですけれども、今おっしゃっていただいたように、例えば、産廃以外にもい

ろいろな少額随契でも見積相手方というのはあろうかと思いますので、その辺りをＪＢＳ

Ｃでノウハウとして蓄積をして、ある意味、複数の事業者の候補を提示できるような仕組

みができると、先程申し上げたような価格の低減であるとか、公正性とか競争性の向上に

もつながっていくと思いますので、ぜひ御検討いただければと思いました。以上です。 

○小山参事 ありがとうございます。 

○事務局 石村委員、御発言お願いします。 

○石村専門委員 この少額電子調達の中で、検収員と発注者担当者が一緒になっていると

いうことはないのですよね？ 検収する人間と発注の元々の担当者というのは、必ず別の

人間がやるのですよね？ 

○小山参事 ＪＡＸＡの小山からお答えします。内部規定でそのように別々の人間が行う

ことを定められておりますので、同一の人間が行うことはありません。 

○石村専門委員 ありがとうございました。 

○事務局  

 それでは、時間となりましたので、これまでとさせていただきます。 

 梅木主査、取りまとめをお願いいたします。 

○梅木主査 はい。ありがとうございます。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にお

かれましては、本日の各委員からの御意見等を踏まえて、本日御説明いただいた業務のみ

ならず、ほかの業務の効率化にも引き続き取り組んでいただければと思います。以上をも

ちまして、「総務系一般管理業務」の業務フロー・コスト分析に関する審議は、これまでと

させていただきます。どうもありがとうございました。 

○小山参事 ありがとうございました。 

○佐藤室長 ありがとうございました。 

（宇宙航空研究開発機構退室） 

（エヌ・ティ・ティ・データ入室） 

○事務局 次に株式会社エヌ・ティ・ティ・データの「ＲＰＡ等の活用事例」のヒアリン

グを行います。 

 株式会社エヌ・ティ・ティ・データから、ソーシャルイノベーション事業部、早川知里

課長代理に御出席いただいておりますので、御説明をお願いしたいと思います。なお、御

説明は３０分程度でお願いいたします。 

○早川課長代理 エヌ・ティ・ティ・データの早川と申します。今日はよろしくお願いい

たします。 

 では、こちらに投影させていただいている資料でＲＰＡの活用事例について紹介させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今日お話しする内容としては、こちらの目次に沿って進めさせていただきたいと思いま

す。エヌ・ティ・ティ・データが提供しているＲＰＡ・ＡＩ関連サービスについて。それ
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から、ＲＰＡやＡＩはどのくらい使われているかということについて。その後にＡＩ・Ｒ

ＰＡの活用事例としまして、おそらく御記憶にも新しいかと思いますが、国民１人１０万

円給付されました「特別定額給付金支給業務」での活用事例を御紹介したいと思います。

その後、弊社が今後サービス開始を予定しているサービスの内容について、「すぐに使える

ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲを目指して」ということで御紹介いたします。その後、ＲＰＡ・Ａ

Ｉその他の事例や今後の可能性といったところを御紹介させていただきます。 

 まず、エヌ・ティ・ティ・データが提供するＲＰＡ・ＡＩのサービスについて御紹介い

たします。皆さん、この辺は御存知かと思いますが、ＲＰＡについてはrobotic process 

automationといいまして、従来、工場では産業用のロボットが組立てをしたりということ

が行われてきましたが、これがオフィスで行われているようなオフィスワークの中でもソ

フトウエアがロボットとして活躍するといったものをＲＰＡと呼んでおります。 

 エヌ・ティ・ティ・データでは、WinActorという、ＮＴＴ研究所で産まれた製品を御提

供しております。こちらもこういったソフトウエアでして、皆さんが普段事務を行うよう

なＰＣの中にソフトウエアをインストールしていただきまして、行っていらっしゃる作業

の内容を録画したり、録画した結果をシナリオとして保存しまして、シナリオの一部を編

集いただきまして御活用いただいているものになります。 

 次に、ＡＩ－ＯＣＲです。ＡＩの事例として、ＡＩ－ＯＣＲのサービスについて御紹介

いたします。ＡＩ－ＯＣＲというのは、手書きの情報ですとか、印字されている活字の情

報をＡＩが読み取って、それをデジタルデータに変換していく技術です。従来型のＯＣＲ

ですと、上の表のところにありますように、一つ一つの枠の中に文字を書いて、その文字

の中の字を読み取るといった技術でした。それがＡＩ－ＯＣＲ、ディープラーニングの技

術を活用することによって、下に書かれているような自由記述式のアンケートですとか、

住所記入欄といったところ、漢字や片仮名が混ざっていたり、複数の行にわたるような文

字も読めるようになってきております。 

 例えばですけれども、ＡＩ－ＯＣＲが読み取れる事例として、こんなものがあります。

右側の上にありますように、判子で訂正印を押されているものも読み飛ばすことができま

す。左下に参りまして、ぐちゃぐちゃと住所のところを消していたりするのですけれども、

こういったところも読み飛ばして読み取ることができるようになってきております。 

 それから、一番右下の選択式でチェックをされているようなケースが帳票によってはあ

るかと思いますが、こちらについてはチェックがついているとフラグとして１で、チェッ

クがなければゼロと読み取るようなことができるようになってきております。 

 エヌ・ティ・ティ・データでは、ＡＩ insideさんという会社がお作りになられた「ＤＸ

 Suite」というサービスを御提供しております。こちらについては今、３形態で御提供し

ているところでして、一番左が「ＡＷＳ版」といってクラウドで動いているものです。イ

ンターネットで御活用いただくようなものになります。それから、真ん中が「Cube版」と

いったものでして、ハードの中にもうＡＩが入ったものを貸出するサービスになります。
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右側は「ＬＧＷＡＮ版」と呼んでおりまして、エヌ・ティ・ティ・データ側でデータセン

ターを用意しまして、自治体様向けにＬＧＷＡＮ－ＡＳＰとして御提供しているサービス

になります。あとで御説明する事例の紹介では、このＬＧＷＡＮ－ＡＳＰをＬＧＷＡＮ版

として提供しているものを御活用いただいたお話をさせていただきます。 

 次、ＲＰＡやＡＩはどのくらい使われているのかというお話に移らせていただきます。

ミック経済研究所が２０１８年に調べた、推測したデータになりますけれども、来年２０

２１年には１,３００億円になる見通しであるという調査もございます。次に実際、これは

総務省さんがお調べになった調査を基にしたものですけれども、自治体さんでＲＰＡがど

のくらい使われているのかというのを調べたグラフになります。平成３０年、令和元年で

２か年にわたって調査をされていますけれども、都道府県、政令指定都市、その他の市区

町村に分けてグラフが作られております。これを見ますと、都道府県、政令指定都市では

ほぼ何かしらで導入したことがある、検証したことがあるとおっしゃっておりますし、そ

の他の市区町村におかれましても、急速に導入が進んでいることが読み取れるかと思いま

す。 

 エヌ・ティ・ティ・データのWinActorの御利用実績についてお話をさせていただきます。

今、普通の民間企業様も含めて３,０００社以上の皆様に御導入いただいている製品にな

っております。 

 今度はＡＩの話に移らせていただきます。こちらも総務省さんがお調べになられている

地方公共団体におけるＡＩの導入状況です。平成３０年度と令和元年度に分けてお調べに

なられている情報です。ＡＩ－ＯＣＲを含め、ＡＩのチャットボットなども含まれている

ような調査になりますが、こちらにつきましても導入が進んできていることが読み取れる

かと思います。 

 こちらは「ＮａＮａＴｓｕ ＡＩ－ＯＣＲ with ＤＸ Suite」の御利用実績を書かせて

いただいています。これは先程御紹介いたしましたエヌ・ティ・ティ・データが提供して

いるＤＸ SuiteのＬＧＷＡＮ版のサービス名が「ＮａＮａＴｓｕ ＡＩ－ＯＣＲ with Ｄ

Ｘ Suite」と申しまして、現在、トライアル、商用サービスが類型で５７０件のお申込み

をいただいている状況でございます。こういった数字から見ていただきますと、公共機関

でＲＰＡなどが不可欠な理由として、まず、１つ目が、職員様の働き方改革が進んでいら

っしゃるのだろうと感じております。それから、職員様の採用が難化しているといったお

声も頂いてきております。それから、制度が複雑になったり、サービス自体の要求水準が

高かったりというので、業務量が増加しているといったことが背景にあるのではないかと

いうのも私たちは感じております。それから、季節性の強い業務、例えばですけれども、

税であれば１月から３月がとても忙しいとか、保育園であれば年末から２月ぐらいが忙し

いとか、そういった季節性の強い業務はあると我々はよくお話を伺っております。それか

ら、予算制度とか入札制度のため、従来のシステムに新しい制度に合わせて改修をするこ

とについても変更に時間を要するといったお声も頂いてきているところです。こういった



 -13- 

背景を踏まえまして、今のような御活用の状況ではないかと我々は捉えております。 

 次が、ＡＩ・ＲＰＡの活用事例ということで、特別定額給付金の支給業務での御活用事

例を御紹介したいと思います。こちら、皆さんも御記憶に新しいかと思うのですが、４月

にコロナの感染拡大に伴って国で国民１人１０万円という支給が決まったお話になります。

この支給自体は各市町村さんが世帯単位で支給をされたかと思います。こういった中で４

月にこの話が出てきて、予算の成立を受けて５月以降すぐに支給してくださいといったお

話が市区町村さんにいっていたという状況かと思います。これについて、私たちエヌ・テ

ィ・ティ・データとしても市町村さんを応援すると言ったらおこがましいのですけれども、

私たちとしてできることはないかというのを考えまして、市区町村さん向けに無償提供の

プロジェクトを立ち上げました。５月１日にニュースリリースを出させていただきまして、

市区町村さん向けに無償提供いたしますということを発表させていただきました。こちら

にも書かせていただいているとおり、無償提供を２００を超える自治体様にお申込みいた

だきまして御活用いただいてきたところです。この御活用の事例について、これからお話

をしたいと思います。 

 この無償提供の中で何を提供したかというところをまずお話しさせていただきたいと思

います。こちらに書かせていただいているとおり、WinActorのライセンスそのものと、Wi

nActorを動かすためのシナリオ、それから、WinActorのシナリオを作るためのｅラーニン

グを御提供させていただきました。加えて、先程申し上げましたＤＸ SuiteのＬＧＷＡＮ

版のＡＩ－ＯＣＲ、それから、申請書の推奨様式が総務省さんから御提示がありましたの

で、その推奨様式に合わせた専用の帳票定義についても御提供いたしました。それから、

手順書と問い合わせのサポートの窓口も用意をいたしました。これを無償提供させていた

だいております。特別定額給付金で我々が想定していた事務の流れについてまとめさせて

いただきます。左側がもしＡＩ－ＯＣＲとかWinActorを使わなかったら、という想定での

業務の流れです。国で電子申請の用意もされていたので、電子申請の情報も自治体さんに

は入ってくるだろうと我々は想定しておりました。それから、それ以外では市区町村さん

が世帯の情報を元に各世帯に紙の申請書を郵送されて、その郵送した申請書に各世帯の方

が必要事項を記載して、それを郵送で返送されてくるだろうと。その返送されてきたもの

の内容をチェックして、チェックした結果、口座用の振込データを作られて、決定通知書

も作られて、それで決定通知書は各住民の方に送り、口座データを指定の金融機関に送ら

れるだろうという想定で、私たちは準備を進めさせていただきました。どのようなＡＩと

か、ＲＰＡの活用を想定していたかというのが右側に記載されております。私たちとして

は、この郵送で戻ってきた申請書の手書き情報をＡＩ－ＯＣＲで読み取って、その読み取

ったデータを各市町村がお持ちのシステムにコピーペーストで入力するところをＲＰＡが

自動処理するといったことを想定して無償提供を進めてきておりました。この２００を超

える自治体様に実際こういった特別定額給付金の支給業務が急遽発生したときに、自治体

さんの現場でどんなことが起きていたのかというのを、アンケートを取らせていただきま
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した。簡単にまとめますと、ここに３つ書かせていただいている内容になります。 

 １つは、コロナの感染拡大の話がありましたので、まず人を集められないというお話が

あったそうです。それから、もうすぐに支給してくださいといったお話があったそうで、

準備期間が非常に短かったといったお話を伺っております。それから、国から示された申

請書が変わったりというので変更が発生したといったお声も頂いております。特に２００

を超える自治体様に御活用いただいたのですけれども、アンケートを取らせていただいて、

さらに３つの自治体様にインタビューを取らせていただきました。インタビューを取らせ

ていただいた内容を今から御紹介させていただきます。 

 まず、３つの自治体様、御活用いただいた自治体様からのお声です。効果につきまして

は、「申請から支給まで最短４日で支給ができました」といったお声を頂いております。「４

日で支給ができたので、住民の方から市長にお礼のメッセージも届いていましたよ」とい

ったことをお伺いしております。「パンチ入力によって人手をかけずに済んだので、住民か

らも電話でのお問い合わせとか、そういったところに人手を振り向けることができました」

といったお声を頂いております。それから、この特別定額給付金の支給業務のために市町

村さん全庁から臨時で職員さんを集められてプロジェクトチームを組まれたこともあった

そうですけれども、予定よりも早く元の組織に職員の方が戻ることができましたといった

効果についてお話をいただきました。今回ＡＩ－ＯＣＲとＲＰＡを使って、今後ほかの業

務で使うかどうかというところについても御意見をお伺いいたしました。インタビューさ

せていただいた自治体様からは、こんなお声を頂いております。「コロナ下で住民の方から

郵送で申請を頂くような申請をしていただいて支給するような業務で、ＡＩ－ＯＣＲとＲ

ＰＡを活用する予定です」ということですけれども、これは具体的に何かと言いますと、

「御高齢者の方に敬老祝い金のようなものが従来ですと対面で申請いただいて支給されて

いたようですが、コロナ下で高齢者の方に会うこと自体が難しいので、郵送で受け付ける

ようになりました」といったことをお伺いしております。そういった郵送で申請書をいた

だいて支給する業務でしたら、今、御紹介した特別定額給付金の支給業務とほぼ業務の流

れは一緒ですので、今申し上げたようなWinActorですとか、ＡＩ－ＯＣＲだとほぼそのま

ま御活用いただけそうだといったお声を頂いております。それから、申請して支給すると

いった業務は自治体さんの中に類似の業務が多いそうで、「庁内からもこういった業務に

使えるのではないかといったお声も出るようになってきましたよ」といった御意見を頂い

てきたところです。 

 いいことだけではなくて、「このＡＩ－ＯＣＲとか、ＲＰＡを活用するときに今後の課題

は何ですか」とお伺いしますと、ここに書かせていただいているような課題もお伺いして

きているところです。 

 まず、職員全員がＲＰＡのシナリオを作れるわけではないので、忙しい現場でシナリオ

を作って自動化していくのはどうしようかと課題に感じていらっしゃる自治体様がいらっ

しゃいました。それから、ＲＰＡとかＡＩ－ＯＣＲを使い続けたいのだけれど、費用の分
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だけ使い切れるかどうかといった御意見も頂いております。特に人口が少なく、１つの業

務当たりの業務量がそんなに大きくないと、費用の分だけ使い切れないという御心配があ

るのかとお伺いしていて感じております。 

 こうした課題の御意見を踏まえまして、私どもエヌ・ティ・ティ・データとしては次の

サービスの提供を予定しております。７月１５日にニュースリリースを出させていただい

ておりますが、「共同型のＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲによりスマート自治体の実現に貢献」とい

うことで、ニュースリリースを出させていただいております。どんなサービスについてニ

ュースリリースを出させていただいたかと言いますと、ここに書かせていただいている内

容ですが、「スマート自治体プラットフォームＮａＮａＴｓｕ」というサービスでして、W

inActorとＤＸ Suiteを月額で御利用いただけるような内容にしております。共同利用的

な活用の仕方もできるものでして、従来ですとWinActorの中でもライセンスの種類として

「フローティングライセンス」というものがあるのですけれども、「フローティングライセ

ンス」につきましてはサーバの構築が必要だったものです。 

 こちら２９ページになります。WinActorについては、「ノードロックライセンス」と「フ

ローティングライセンス」というものがございます。「ノードロックライセンス」というも

のは、ＰＣ一つ一つにインストールして御利用いただくようなライセンスですけれども、

こちらですと職員さんの使っている端末にインストールしてしまいますと、使っていても

使っていなくてもライセンスの費用は発生してしまいます。本当は使いたいのだけれど、

ライセンスを持っていない人がその端末が使えないばかりに使えないといった事象も発生

いたします。我々、こういったところを何とか解決するために「フローティングライセン

ス」というものも用意しているのですけれども、「フローティングライセンス」で御提供す

るには、その自治体さんの中にサーバを構築していただく必要がありました。サーバを構

築して、そのサーバにつながる端末だったら、例えば、５ライセンスで御契約いただけま

すと、５ライセンス分、その組織の中でいつでも誰でも使えるよというライセンスですが、

サーバの構築の御負担がありました。こういった課題に対してスマート自治体プラットフ

ォームではＬＧＷＡＮを経由して、ＬＧＷＡＮ環境の中でサーバを構築することによって

使いたい人が使いたいときに使えるような御利用形態を御提供する予定でございます。 

 そのほかの事例について御紹介させていただきます。自治体様のお話でまだ続くのです

けれども、今度は見方が変わります。地域振興とＲＰＡの関係についてのお話になります。

こちらも松山市様がニュースリリースを出されておりますので、右下にあるＵＲＬで御確

認いただいたり、松山市様のサイトでも御紹介している内容になるのですけれども、松山

市様が人手不足に悩んでいらっしゃる松山市内の中小企業様向けに補助金を出されます。

その時にＲＰＡというのを特別プランでエヌ・ティ・ティ・データが御提供するといった

ところをやらせていただいております。そこに対して松山近辺にある銀行様がセミナーを

開いてくださったり、中小企業様を開拓してくださったりといったことをやってくださっ

ておりまして、人手不足に苦しんでいらっしゃる中小企業様の御支援をさせていただいて
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いるところになります。 

 こういった背景にどんなことがあるかというのは、もう皆様御存知だと思うのですけれ

ども、松山から離れて九州のデータがありましたので、九州のデータを持ってきますと、

全般的に地方の皆様は人手不足に悩まれていらっしゃるというデータがこのグラフからも

読み取ることができるかと思います。こういった人手不足の解決の１つの策として、WinA

ctorを御活用いただいているといった事例になります。 

 こちらも参考情報ですけれど、今後２０４５年に向けて労働人口が減少していくので、

そういったところを補完していく手段としてWinActorを御活用いただくといった選択肢が

出てくるのではないかと私たちは理解しております。 

 今度は別の話です。「ＲＰＡと業務可視化ツール」というテーマで簡単にお話をさせてい

ただきますけれども、WinActorをはじめ、ＲＰＡのほとんどがシナリオを作るときに自分

が今やっている業務に導入するので、自分がWinActorのシナリオの使い方を勉強するか、

WinActorのシナリオを作ってくれる人に自分の業務を説明するかといったことが必要にな

ってきていました。例えば、各企業様でやられているケースで多いのは、WinActorのシナ

リオに習熟してくださった方が実際の現場の方を御支援するケースが幾つかあるようです。

そういったときに自分の業務を説明するための資料を作るだけでも結構負担といったお声

がありまして、そういったところで業務の可視化ツールがあれば、少し皆さん楽に自分の

現場の業務を説明できるようになるのではないかということで可視化ツールというのを御

提供しているところです。 

 これはどういったものかと言いますと、サービス面としては「Dojo」というものです。

こちらについては、普段皆様はＰＣで業務をやられていると思うのですが、そこにインス

トールしていただいて、通常どおり業務を実施していただきます。そうしますと、やった

業務をDojoが録画しまして、録画した内容を例えば、ワードでしたり、パワーポイントに

出力していってくれるというツールになります。この内容をほかの人が見れば、「あ、何々

さんはこういった業務の手順で仕事をしているんだね」というのが理解しやすくなるとい

ったものになります。 

 こちらも事例として今、こちらに書かせていただいているものがございまして、こちら

は携帯電話の販売代理店さんの導入での事例になります。今申し上げたように、WinActor

を導入するときにWinActorのシナリオを作るのに詳しい人が各現場の皆さんの業務を知る

ためには、まず、現場の方がその人にちゃんと業務を説明できないといけなかったのです

けれども、このDojoで皆さんがやっている業務を録画していただいてドキュメント化する

ことによってWinActorのシナリオ作りが円滑に進んできたという事例だそうです。３０ぐ

らいのシナリオを作られてきているとお話を伺っております。 

 こちらは参考ですけれども、Dojoは今申し上げたように、普段使ってくださっている、

業務で行っているＰＣの中にスタンドアロンでインストールするパターンもありますし、

今申し上げたようにサーバを立ててフローティング版として使っていただくという両方の
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使い方があるソフトウエアになります。 

 以上が、ＲＰＡの活用についての御紹介になります。 

○事務局 ありがとうございました。ただいまの説明についての御質問や御意見などがあ

れば、お願いします。石川委員、お願いします。 

○石川専門委員 御説明ありがとうございました。幾つか教えていただきたいのですが、

まず、１３ページにWinActor導入企業様３,０００社強とある、その３,０００社はどのよ

うな企業で使われているのかということを具体的に教えていただけますか。大企業なのか、

中規模の企業なのかということを含めて。それから業界で導入しやすい業界はどのような

業界なのかということも教えていただければと思います。 

 それから、次のページに都道府県８７％、指定都市８０％まで増加ということで、大き

な自治体が導入済みだということも分かったのですけれども、これはどういったサービス

を提供するときに導入されているのかについて教えてください。 

 それから、２１ページの２００の自治体にアンケートを取られたということだったので、

これも規模的にどれくらいの規模のところにアンケートを取られたのかを教えてください。

それから、最後にこのDojoを使わないと業務の可視化を、ＲＰＡシナリオを作ることが難

しいのだろうと思われました。このDojoはWinActorのライセンスを持たないと使えないも

のですか。それとも、フリーにダウンロードすることができるかということを最後教えて

ください。 

○早川課長代理 承知しました。４点について回答を差し上げます。１つ目からいきます。

３,０００社超、今、御活用いただいていて、特に産業の偏りとか、規模の偏りはなくて、

まんべんなくというところが回答なります。 

○石川専門委員 例えば、メーカーが多いとか、ＩＴ系が多いとか、そのようなことも全

くないですか。 

○早川課長代理 そうですね。大体どこの企業様もＰＣを使って業務をされると思うので、

そういったＰＣを使って行われる業務で使われています。なので、現場作業でＰＣを使っ

ていないところではもちろん使われていないのですけれども、ＰＣを使っていらっしゃる

ところで使われています。 

○石川専門委員 分かりました。 

○早川課長代理 こちらの１４ページのＡＩの活用の調査について、これは総務省さんの

調査の資料ですが、その中ではチャットボット、ＡＩ－ＯＣＲが事例として記載をされて

いました。 

 こちらの２００自治体にアンケートを取ったというところの規模ですけれども、１,７

４１の大半が５万人以下の自治体さんだと思うので、そこを２００にしても結果的にお申

込みいただいた自治体さんというのが、５万人以下の自治体さんが絶対数としては一番多

かったです。なので、アンケートを取らせていただいたのも、１,７４１の団体の規模を反

映して５万人以下の自治体さんが一番多かったですというところです。 
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○石川専門委員 あと最後にDojo？  

○早川課長代理 Dojoにつきましては、WinActorとは関係なく、もともとは製品として成

り立ってきているものです。なのでWinActorがないと動かないというものではなくて、Do

jo単品でも十分御活用いただけるソフトウエアです。もともとマニュアルを手早く作りた

いとか、そういったニーズにお答えするものとして作られてきているようですけれども、

有償で御提供しております。 

○石川専門委員 ありがとうございます。大体の価格はお幾らぐらいですか。このDojoだ

け単品だと。これも自治体が使わないと、おっしゃっていたとおり厳しいのかと。そこが

ＲＰＡを進める上での障壁みたいになると思われますので、お幾らぐらいか教えていただ

くことはできますか。 

○早川課長代理 今、エヌ・ティ・ティ・データのサイトで販売しているので、そちらで

ご確認いただければと思います。申し訳ないです。 

○石川専門委員 そうですか。以上です。ありがとうございました。 

○事務局 それでは、石村委員、御発言お願いします。 

○石村専門委員 石村でございます。Dojoの機能として、３５ページのパワーポイントの

資料からすると、パソコンを起動してDojoのアイコンか何かをダブルクリックして起動さ

せた後に、操作を始めれば、要はスクリーンショットとか、パソコンの画面の処理を録画

していくという感じですか。 

○早川課長代理 おっしゃるとおりです。 

○石村専門委員 その後で、実際のDojoの「収録」と書いてあるけれど、要は動画の録画

とか、ワードやエクセルや何かの資料がぴよーんと出てくるといったイメージですか。 

○早川課長代理 そうです。 

○石村専門委員 これはあくまでも、要は作業のプロセスを録画したものであって、ＲＰ

Ａの前段階のものだということですよね。 

○早川課長代理 おっしゃるとおりです。 

○石村専門委員 その後にお聞きしたいのが、ＲＰＡで御社の販売されている、この３１

ページによると、これからすると１台当たり１００万円ということですかね。補助率１／

２、５０万円で５０万という形は特別プランで初年度１００万円、２年目以降５０万円と、

３１ページの右下に書いてあるのですが、単価としては初年度の基本料金とか、本当は１

７５万円だけれど１００万円で、これは特別だから、１年目１７５万で２年目が９０万と

いうことですかね。 

○早川課長代理 そうですね。こちらはWinActorの価格を書かせていただいております。

特別プランで御提供しているものになります。 

○石村専門委員 これ、エヌ・ティ・ティ・データさんのコンサルも含めてですか。初期

導入のためのコンサル料というのは大体一般的にお幾らぐらい取られるのですか。 

○早川課長代理 そうですね。作るシナリオの量ですとか、複雑さによるので一概に幾ら
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というのはなかなか申し上げにくいところではありますが、エヌ・ティ・ティ・データだ

けではなく、エヌ・ティ・ティ・データのWinActorを販売してくれている特約店さんでも

そういった支援をさせていただいているところです。 

○石村専門委員 支援ということは、要は導入支援の部分は無償でやっているということ

ですか。違う？ 

○早川課長代理 違います。有償で。 

○石村専門委員 有償？ 

○早川課長代理 そうですね。 

○石村専門委員 それはDojoを先に導入して、当然、業務資料を用意しておくパターンと、

全くさらの状態で「すみません、お願いします」という形でやる段階とではコンサル料と

いうのは、後者のほうが、全く何もない状態でやるほうが当然かかってくる。Dojoを導入

したほうが当然安くなるのですよね。 

○早川課長代理 時間とお金、両方かかりますね。現状の業務を整理して、このような業

務をやっていますと。そこら辺のどこに対してWinActorを使いますかという話をさせてい

ただいて、この部分にWinActorを使いますというのがお互い納得ができたところで、「じゃ

あ、具体的な手順はどんなものですか」といったお話をさせていただいているので、主に

特に時間はかかると思います。 

○石村専門委員 だから、先にDojoを入れて、先にマニュアルを作った後でやったほうが

いいという話ですよね。 

○早川課長代理 そうですね。 

○石村専門委員 一応話をお聞きした限りでは、ゼロからやったら工賃、工数がかかるの

で、その分上乗せという話になってくるし、もちろん、先にこのDojoをやって、なおかつ

さらにそっちのほうがお金がかかる、全くさらのほうが安くなるという話になったら、ク

ライアントは納得しないだろうと思うので。 

○早川課長代理 はい。今、この活用事例で御紹介したのは、携帯販売代理店さんの中で

WinActorのシナリオについて研修を受けて詳しくなった方が組織の中にいらっしゃって、

その組織の中の方が別の部門の方のお話をゼロから聞くよりは、Dojoの資料があったほう

がやりやすかったという事例です。 

○石村専門委員 実際、そのような事例があったと？  

○早川課長代理 DojoについてはこれからWinActorとセットで御提供していくので、ほか

の、例えばですけれども、私たちでシナリオの作成をさせていただいているような業務で

御活用いただいたらどうなるかというのは、今後また検証していくことになります。一応

この事例としては、社内での情報システム部門みたいなところの方と、現場の部門の方と

のやり取りが円滑に進んだというお話でした。 

○石村専門委員 ありがとうございます。最後に２点、これはなかなか公開しにくいこと

でもあるだろうけれど、もし教えていただけるならということですが、２１ページの特定
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給付金の支援業務の中で、私はＡＩ－ＯＣＲで自動読み取りが一番のポイントだったので

はないかとは考えていて、というのは、家賃支援給付金って、３２万件申請して、おりた

のはわずかに３万件です。一番の大きい障壁になっているのが、家賃支援給付金ってＷＥ

Ｂでしか受け付けていないのですね。この特別定額給付金の場合は紙でも受け付けたと。

それは、その業務の効率化としてＡＩ－ＯＣＲで自動読み取りしたと。私の予想ですけれ

ども、スキャナーの精度とかで結構大きな影響を受けるのではないかとも思っていて、あ

とさらにＲＰＡで自動処理と書いてあるのも、先程そもそもが不慣れな人間で、関数式と

か、ＷＥＢとかの連携させるのをしくじっている地方行政団体の職員などがいたのではな

いかと予想しているのですが、大きなトラブルはなかったのですか。 

○早川課長代理 トラブル……。御活用上のトラブルですね？ 

○石村専門委員 そうです。要は２１ページのＡＩ－ＯＣＲの自動読み取りと、右下のＡ

Ｉ－ＯＣＲで自動読み取りというのが書いてあって、あともう一つ、ＲＰＡで自動処理と

書いてありますよね。このＡＩ－ＯＣＲでかなり認識率がものすごく高くなったという御

説明だったのですが、ただ、実際のところは、要はそれぞれの自治体が持っているスキャ

ナーの精度や何かに影響を受けて、実は結構文字の読み取りとか、誤字脱字などがそのま

ま処理されて間違えていたとか、あるいは、ＲＰＡを自動処理と書いてあるけれど、そも

そもがＷＥＢとシステムの業務処理のＥｘｃｅｌなどのつなぎの部分で結構しくじってい

るようなケースなどはあるのではないかと、これを見て思ったのです。大きな問題は起き

なかったのですか。 

○早川課長代理 ありがとうございます。まず、ＡＩ－ＯＣＲについて御回答差し上げた

いと思います。ＡＩ－ＯＣＲについては、先程非常に読み取り精度が高くなるというお話

はさせていただいているものの、ＡＩですので人間ほど正しい……人間が読み取りにくい

ものはＡＩも読み取りにくいというのが一番適切だと思うのですけれども、手書きをした

字で判読が難しい手書き文字が必ずあると思っております。そういったものは大体ＡＩも

誤読するので、御活用にあたっては自治体様にはＡＩは１００％ではないですと。必ず職

員様が目視で御確認くださいという御案内はさせていただいております。なので業務フロ

ー上、おそらくですけれども、私たちがインタビューさせていただいた自治体様におかれ

ましては、読み取った後に目視でチェックされて、必要であれば補正をしていただいて、

それからシステムに投入いただくフローを組んでくださったと聞いております。 

 ただ、ＡＩ－ＯＣＲ活用上の課題として伺っていたのが、申請書をこのＡＩ－ＯＣＲが

無償提供される前に印刷委託で出されてしまっていた自治体さんがいらっしゃいまして、

そのときに両面で申請書を印刷委託出されてしまったそうです。そうしますと、結局、両

面で書かれた申請書を画像ファイルにするときに、想像しやすいと思うのですけれど、ス

キャナーで、複合機などもそうですが、表面を取って、裏面取ってといった手間が生じま

す。それで「表裏で作られた申請書だったのでＡＩ－ＯＣＲの活用をあきらめました」と

おっしゃっていた自治体さんがいらっしゃいました。なので、あらかじめＡＩ－ＯＣＲを
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使うつもりで申請書の印刷委託を出されていた自治体様におかれましては、片面だけで申

請書を作っていらっしゃったので、片面だけをガーッとソーターで読み込めば、あっとい

う間に画像を作れますので、特にそこは課題なく導入できましたよといったお声を頂いて

おります。 

 ＲＰＡについて、インタビューさせていただいて分かってきたことは、もともとWinAct

or、総務省さんで補助金なども御導入されているかと思うのですけれども、ＲＰＡを自庁

で使うつもりで研修を受けたり、事前に調査をされている、検証されているといった自治

体様は、心の準備というか、職員様の準備ができている段階で私たちの無償提供が届いて

いたということが分かってきております。そうすると費用だけの問題になっていたので、

現場の職員様はWinActorの使い方も分かっていたので、「これはこのようにすれば使える

な」という感覚で勘が働くと言いますか、それですぐに短期間でWinActorを動かすシナリ

オを作ったり、必要に応じて修正したりというので導入が円滑に進んだという話を伺って

おります。 

 今日エヌ・ティ・ティ・データでWinActorのホームページを用意しておりまして、こち

らに実際の導入事例を掲載させていただいております。もしよろしかったら追ってまた別

の機会にこちらのWinActorのサイトでも実際の御導入事例についてインタビューした内容

を御確認いただければと思います。 

○石村専門委員 今のお話をお聞きすると、結局のところ、要はＡＩ－ＯＣＲやＲＰＡを

導入する地方自治体などは既に導入する予定の準備をしていたところだけが導入して、そ

のために大きな問題自体はなかったと聞いているということでよろしいのですか。一番お

聞きしたかったのは、さっき言ったように「実はこのような問題が出ていました」という

のはなかったのですかね。そんな大きな問題はなかったということですか。 

○早川課長代理 導入の問題……。短期間で皆さんやらなくてはいけない業務だったので、

ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲを導入する前にある程度見通しを立てられていたと思います。そこ

でうまくいかないと思った方々は使わなかったし、うまくいくと見通しが立てられた自治

体様は御活用いただいたというのが我々の理解です。 

○石村専門委員 なるほど。分かりました。地方公共団体という性格上、より慎重に導入

したということで、結局大きな問題はなかったのですということですよね。 

○早川課長代理 そうですね。 

○石村専門委員 御自身聞いている限りでは、ということで。 

○早川課長代理 そうですね。はい。 

○石村専門委員 分かりました。ありがとうございました。 

○事務局 ほかに御意見等があればお願いいたします。川澤委員、お願いします。 

○川澤専門委員 御説明ありがとうございました。２点だけ質問させてください。 

 まず１点目ですけれども、１２ページのところで自治体における導入状況ということで

総務省の調査をお示しいただいているかと思います。たしかに自治体のほうがこういった
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事務処理手続きが多いので、導入の余地は大いにあると思うのですが、中央省庁でも、例

えば、国税とか、年金機構とか、かなりそういった事務処理が多いような機関については、

こういった導入の可能性があるかと思うのです。その辺りは導入が進んでいるのか、お分

かりの範囲で教えていただければと思います。 

○早川課長代理 そうですね。今日は数字はお持ちしていないのですけれども、WinActor

を御導入いただいている中央官庁の皆様、いらっしゃいます。 

○川澤専門委員 分かりました。ありがとうございます。 

 もう一点が、２８ページでスマート自治体プラットフォームということで、今後、共同

利用環境の構築というところで「新しいサービスの提供」と書いていただいているかと思

います。この部分で、先程の持続化給付金は確かに共通的な申請書であるので、専用シナ

リオも共通化できたと思うのですが、この共同利用環境を構築したときに自動化シナリオ

というところも書かれているのですが、確かに事務は同じだけれど、自治体ごとに申請様

式とか若干異なってくるので、最終的にはシナリオを自動化しても、各自治体ごとに専用

シナリオを作成する必要は生じるのでしょうか。 

○早川課長代理 おっしゃるとおりです。申請書の様式の帳票が少し違っている。それか

ら、業務の流れが少し違っているというのは自治体様の中で大いにあり得ると思います。

ただ、シナリオをゼロから作るよりは、こちらの新しいサービスの中で例えば、ふるさと

納税の事務というので、サンプルでシナリオを御提供していく予定ですけれども、そうい

ったサンプルで御提供することによって部分的に少し自分の組織に合わせるといったこと

で済むならば、もしかしたら自治体様の御負担も軽減になるのではないかと私たちは考え

まして、シナリオを御提供することを始めさせていただく予定です。 

○川澤専門委員 分かりました。ありがとうございます。 

○事務局 ほかに御意見等がありましたら、お願いいたします。 

 それでは、時間となりましたので、これまでとさせていただきます。 

 梅木主査、取りまとめをお願いいたします。 

○梅木主査 エヌ・ティ・ティ・データの皆様、大変興味深い、ＲＰＡの最新の活用の事

例の御説明ありがとうございました。質問もかなり多く出まして、細かい点も含めて実際

の活用の状況について大変詳しく御説明いただいて、とても参考になりました。ありがと

うございます。以上をもちまして、ＲＰＡ等の活用事例のヒアリングを終了いたします。

御出席どうもありがとうございました。 

○早川課長代理 ありがとうございました。 

○梅木主査  

 それでは、本日の議題は以上となります。本日のワーキンググループでの御議論につき

ましては、今後、官民競争入札等監理委員会の委員の皆様へ御報告することといたします。

その際の資料等につきましては、私に御一任いただければと思います。 

 それでは、時間となりましたので、本日のワーキンググループはこれで終了いたします。
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お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 

 


